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はじめに 

 
平成７年１月の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以

下「耐震改修促進法」という。）が制定されました。 

本市においては、平成１９年３月に千葉県耐震改修促進計画（以下「県計画」という。）が策定され

たことを受け、平成２２年３月に印西市耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

その後、平成２３年３月には、東日本大震災が発生し、市内でも最大震度６弱を観測した強い揺れ

に加え、液状化現象が発生しました。近年においては、平成２８年４月の熊本地震、平成３０年６月の

大阪府北部を震源とする地震、令和６年１月の能登半島地震が発生するなど、大地震はいつどこで

発生してもおかしくない状況であるとの認識が広がっています。 

さらに、首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成２７年３月）や第１次国土強靭化実施中期計

画（令和７年６月）、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和７年７月）が決定され、特に切迫性

の高い地震については発生までの時間が限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震

改修等を実施することが求められています。 

このような背景のもと、令和７年７月の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針が改正、県計画の改定を踏まえて、本計画を改定することとしました。 

県、市及び建築物の所有者等が連携を図り、本市における建築物の耐震診断及び耐震改修等を、

計画的かつ総合的に進めることにより、より一層の建築物の耐震化を促進し、都市空間、居住空間に

おける被害の軽減を図り、災害に強いまちづくりに取り組みます。 
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第１ 計画の目的等 

１ 計画の目的 
本計画は、耐震改修促進法に基づき、本市における建築物の耐震化を促進し、地震災害から市

民の生命及び財産を保護することを目的として策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、耐震改修促進法第６条の規定により、国が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための基本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）及び県計画に基づき策定する

もので、「印西市総合計画」と整合し、「印西市地域防災計画」及び「印西市都市マスタープラン」な

ど関連する計画との調和を図りながら、建築物の耐震化を促進するための方針、耐震化率の目標、

目標を達成するための必要な施策等を定めるものです。 

 

      国・県              印 西 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とし、本計画で定めた耐震化の目標

設定や耐震化を促進するための施策については、この計画期間ごとに総務省統計局が実施する住

宅・土地統計調査の結果等により検証を行うとともに、社会環境の変化等を踏まえた所要の見直し

を行うものとします。 

  

【国】 
建築物の耐震診断及び
耐震改修の促進を図る
ための基本的な方針 

印西市

耐震改

修促進

計画 

印  西  市  総  合  計  画 

印西市地域防災計画 
印西市都市マスタープラン 
印西市国土強靭化地域計画 
   ・ 
   ・ 
   ・ 

【県】 
千葉県耐震改修促進計画 

調和 

整合 

基づく 
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第２ 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 

１ 想定地震の規模、被害の概要 
 

（１）想定地震の規模等の想定 

印西市地域防災計画において想定する地震は、「印西市直下の地震」「千葉県北西部直下

の地震」、「大正型関東地震」としています。 

 

表１ 想定地震の震源断層の緒元（令和６年度修正 印西市地域防災計画） 

 印西市直下の地震 千葉県北西部直下の地震 大正型関東地震 

規模 Mw※６．８ Mw７．３ Mw７．９ 

長さ ８０ｋｍ ２８．１ｋｍ １３０ｋｍ 

幅 １８ｋｍ ３２．１ｋｍ ７０ｋｍ 

上面深さ  ５ｋｍ ３０ｋｍ ３．７６ｋｍ 

※Mw（モーメントマグニチュード）は、地震の規模を示す。Mw は地震による岩盤のずれの規模（ずれ動いた部
分の面積×ずれた量×岩石の硬さ＝モーメント）を表している。一方、M（気象庁マグニチュード）は気象庁
が定めた方式であり、陸域の浅い地震は Mw＝0.78M+1.08、プレート境界の地震は Mw=M の関係式にあ
る。 

 

（２）地震動・液状化の予測 

「印西市直下の地震」の震度は震度６弱から震度７、液状化危険度は低地部において液状

化危険度が高いと予測されています。 

「千葉県北西部直下の地震」の震度は震度６弱から震度６強、液状化危険度は、「印西市

直下の地震」とほぼ同様に、低地部において液状化危険度が高いと予測されています。 

「大正型関東地震」の震度は震度４から震度５強、液状化危険度は、低地部において液状

化危険度が低い、又は極めて低いと予測されています。 

化危険度は、低地部において液状化危険度が低い、又は極めて低いと予測されています。 

 

（３）被害の概要 

 

表２ 建物被害の予測結果（令和６年度修正 印西市地域防災計画）                （棟） 

想定地震 
建物 

棟数 

揺れによる被害 
液状化 

による被害 

急傾斜地崩壊 

による被害 

焼失 

棟数 
全壊＋ 

焼失棟

数 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 
冬 18 時 

強風 

印西市 

直下の地震 

30,390 

2,780 3,430 5 53 3 8 983 3,771 

千葉県北西部 

直下の地震 
1,453 2,431 6 57 3 8 340 1,802 

大正型 

関東地震 
0 0 1 5 ― ― 0 1 

※四捨五入により、合計の合わない場合がある。0 は 1 未満を、「-」は 0 を示す。 
※焼失棟数は、被害が最も大きくなると想定される冬 18 時強風時を示す。 
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表３ 人的被害の予測結果（令和６年度修正 印西市地域防災計画）                （人） 

想定地震 
冬５時強風（7ｍ/ｓ） 夏１２時強風（7ｍ/ｓ） 冬１８時強風（7ｍ/ｓ） 

死者 重傷者 負傷者 死者 重傷者 負傷者 死者 重傷者 負傷者 

印西市 

直下の地震 
189 267 793 189 256 767 207 270 793 

千葉県北西部 

直下の地震 
94 139 519 94 132 496 100 139 511 

大正型 

関東地震 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

※0 は 1 未満を示す。 

 

 

２ 耐震化の現状 

 

(１)住宅 

令和５年度の市内の住宅総戸数は、４１，１９０戸（戸建て住宅：２５，２００戸、共同住宅等：

１５，９９０戸）と推計されています。 

その内、耐震性がある住宅戸数は、４０，０７４戸（昭和５５年以前で耐震性を有する住宅：２，

１８１戸、昭和５６年以降の住宅：３７，８９３戸）であり、市内の住宅の耐震化率は、約９７．３％

と推計されます。 

 

表４ 住宅の耐震化の現状                                          （戸） 

区分 
総戸数 

（a+b+c） 

昭和５５年以前 昭和５６年以降

耐震性有 c 

耐震化率 

(b+c)/(a+b+c) 耐震性無 a 耐震性有 b 

戸建て住宅 ２５，２００ １，０８５ １，７５２ ２２，３６３ 約９５．７％ 

共同住宅等 １５，９９０ ３１ ４２９ １５，５３０ 約９９．８％ 

合 計 ４１，１９０ １，１１６ ２，１８１ ３７，８９３ 約９７．３％ 

※住宅の各戸数及び耐震化率は令和５年住宅・土地統計調査（総務省統計局）を基にした推計値です。 
※昭和５５年以前の住宅で、耐震改修済みの住宅を推計し、耐震性有の住宅に含めています。 

 

(２)特定建築物 

本計画における特定建築物とは、耐震改修促進法第１４条第一号に掲げる学校、体育館、

劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム等の多数の者が利用する建築

物と同条第二号に掲げる危険物の貯蔵場及び処理場の用途に供する建築物とします。 

令和７年３月時点における特定建築物の棟数は、市有建築物が８７棟、民間建築物が２７１

棟で、あわせて３５８棟あり、その内、昭和５５年以前に建築され耐震性が十分でない特定建築

物は、市有建築物はありませんが、民間建築物が６棟です。 

特定建築物の耐震化率は、全体で約９８．３％であり、その内、市有建築物の耐震化率は１

００％、民間建築物の耐震化率は約９７．８％です。 
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表５ 特定建築物の耐震化の現状                                      （棟） 

区分 
総戸数 

（a+b+c） 

昭和５５年以前 昭和５６年以降

耐震性有 c 

耐震化率 

(b+c)/(a+b+c) 耐震性無 a 耐震性有 b 

市有建築物 ８７ ０ １４ ７３ １００％ 

民間建築物 ２７１ ６ ３９ ２２６ 約９７．８％ 

合 計 ３５８ ６ ５３ ２９９ 約９８．３％ 

※昭和５５年以前の耐震性の有無は、公表されている耐震診断結果と推計値を基に算出しています。 

 

 

３ 耐震化の目標の設定 

 

（１）住宅  

住宅の耐震化率の目標は、令和１２年度までに耐震性が不十分なものをおおむね解消とし

ます。 

 

（２）特定建築物 

市有特定建築物は全て耐震化が完了しています。また、民間の耐震性が低いと思われる特

定建築物の耐震化について、所有者に対する啓発、知識の普及等に努め、耐震化率の向上

を目指します。 

 

 

４ 公共建築物の耐震化の情報開示 

市は、小中学校及び幼稚園に関する各施設の耐震診断及び耐震改修の実施状況等についての

情報（施設名称、耐震診断の結果、補強工事の実施時期、耐震状況（Ｉｓ値）等）をホームページ等

で公表しています。 
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第３ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

 

１ 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組み方針 

 

（１）建築物の所有者等の役割 

建築物の所有者等は、自己の責任で自ら建築物の地震に対する安全性を確保することを原

則とし、建築物の所有者等自らが率先して耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行うと

ともに、エレベーターの閉じ込め防止対策や天井等の脱落防止対策などの安全対策を講じるこ

とが必要です。 

 

（２）市の役割 

市は、市有建築物の耐震化に努めるとともに、エレベーターの閉じ込め防止対策や天井等の

脱落防止対策などの安全対策を講じるよう努めます。 

また、市は、住宅・建築物の所有者等の取り組みを支援するという観点から県や建築関連団

体と十分な連携を図り、住宅・建築物の所有者等に対する啓発、知識の普及及び情報提供を

行うとともに耐震化の支援等の措置を講じ、民間建築物の耐震診断及び耐震改修等の促進を

図ります。 

 

 

２ 耐震診断及び耐震改修等の促進を図るための支援策の概要 

市は、民間が行う木造住宅の耐震診断、設計、耐震改修、工事監理及び建替え、道路沿いの危

険なブロック塀の除却に対して助成を行う。 

 

 

３ 重点的に耐震化すべき区域 

印西市地域防災計画において想定されている印西市直下の地震が発生した場合、震度６弱から

震度７と予測されているため、重点的に耐震化すべき区域は市全域とします。 

 

 

４ 沿道建築物の耐震化を図ることが必要な道路 

本計画では、印西市地域防災計画に定める緊急輸送道路を耐震改修促進法第６条第３項第２

号に規定する沿道の建築物の耐震化の促進を図ることが必要な道路とし、これらの道路の沿道の

建築物（耐震改修促進法施行令第４条第１号及び第２号に規定される通行障害建築物）について、

県と連携して耐震化の促進を図ります。なお、当該道路の沿道の通行障害既存耐震不適格建築

物の所有者は耐震診断を行い、その結果に応じて耐震改修を行うよう努めることが求められます。 
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５ その他の地震時の安全対策に関する事業の概要 

 

（１）エレベーター及びエスカレーターの安全対策 

建築物の高層化が進む中、地震発生時においてエレベーターが緊急停止し、内部に長時間

閉じ込められたり、エスカレーターが脱落するなどの事態が問題となっています。このため、県は、

所有者等に対し、エレベーターやエスカレーターの安全対策を講ずるよう指導するものとしてお

り、市は、県と連携して対応します。 

 

（２）各種落下物対策 

地震発生時において、建築物全体の倒壊だけでなく、付属する看板や外壁、ガラス等が落

下し、通行人等に被害を与え、ひいては災害救助活動に障害となることがあります。このような

被害を防止するために、建築物において落下の危険性がある部分については、県と連携し、所

有者等に対し、落下防止対策を図るよう促します。 

 

（３）天井等の脱落対策 

東日本大震災では、体育館、劇場、商業施設、工場等の大規模空間を有する建築物の天

井について、比較的新しい建築物も含めて脱落する被害が生じました。こうした状況を踏まえて、

建築基準法施行令第３９条第３項において特定天井の構造が規定され、平成２５年国土交通

省告示第７７１号において新たに脱落対策の基準が定められました。これら多くの建築物は建

築基準法の定期報告義務がある建築物となりますので、市は、県と連携を図り、建築物の特定

天井の脱落や配管等の設備の落下の危険がある部分について、その防止対策を促進します。 

 

（４）ブロック塀対策の推進 

地震発生時において、コンクリートブロック塀等は、倒壊しやすく、通行人に危害を与えること

や道路を塞ぐことがあります。市は、通学路等のパトロールを行いパンフレット等の配布を通じて

知識の普及に努め、県と連携して危険なブロック塀等の撤去、改善の指導を行います。 

また、地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、次に定める避難路（通

学や避難に使われる道路等）について、危険なブロック塀等の除却工事に対する助成を行う。 

 

【避難路】 

・建築基準法第４２条第１項及び第２項に規定する道路 

・同法第４３条第２項第１項の規定により特定行政庁が認定した建築物に係る道 

・同項第２号の規定により特定行政庁が許可した建築物に係る空地 

・道路法による道路 
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第４ 啓発及び知識の普及に関する事項 

 

１ ハザードマップの作成・公表 

市は、建築物の所有者等の意識の啓発を図るため、発生のおそれのある地震の概要と地震によ

る危険性の程度等を記載した地図（揺れやすさマップ等）を作成し公表しています。 

 

 

２ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

 

（１）耐震相談窓口の設置 

市は、建築物の所有者等に対して耐震診断及び耐震改修等の実施に関して必要な情報提

供を行うとともに、相談を受け付けるための窓口を設置します。また、建築物の所有者等からの

専門知識を要する個別具体的な内容の相談については、建築関連団体が設置している耐震

相談窓口を紹介します。 

 

（２）所有者等に対する適切かつ幅広い改修・補強方法の提示 

市は、建築物の所有者等に経済的で実現可能な改修・補強方法や落下物・倒壊物対策の

方法等、適切かつ幅広いメニューを提示するよう、県と連携し、建築関連団体や建築技術者

等に対して要請します。 

 

 

３ パンフレットの作成・配布、相談会の開催等 

 

（１）パンフレットの作成・配布等 

市は、建築物の所有者等に対する耐震性向上に関する知識の普及、啓発を図るためパンフ

レット等を作成し、窓口に常備し、配布します。 

 

（２）耐震相談会の実施 

市は、建築関連団体と協力し建築物の所有者等の耐震化に関する意識の啓発、知識の普

及を図るとともに各種相談を受け付ける耐震相談会を実施します。 

 

 

４ リフォームにあわせた耐震改修の誘導  

住宅等の耐震改修は、構造部材の補強のために内装工事を伴うことが多く、リフォーム工事にあ

わせ耐震改修工事を実施することは、所有者にとって経済的にも有効な方法です。市民からリフォ

ームや増改築の相談があった際には、耐震改修に関する情報提供を行い、住宅等の耐震改修の

促進を図ります。 
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５ 家具等の転倒防止策の推進 

地震災害時に家具等の転倒による人的被害も多いことから、建築物の耐震化とともに、家具等の

転倒防止のための対策を進めていくことは重要な課題です。このため、パンフレットやホームページに

より、家具等の転倒防止のための対策事例、対策用品等の情報を広く提供し、家具等の転倒防止

策の推進を図ります。 

 

 

６ 町内会等との連携に関する事項 

耐震改修の促進は、地域として耐震化の意識が高まることが重要です。また、災害時の避難や消

火活動は、地域に組織された自主防災組織により自助及び共助の観点から行われることが最も有

効であることから、自主防災組織の構成単位である町内会等との連携のもと、住宅・建築物の耐震

改修の促進に取り組むことが重要です。 

市は、町内会等の地域特性を踏まえた耐震化の促進のための情報提供を行い、耐震化の促進

を図ります。 

  



- 10 - 

 

第５ 所管行政庁との連携 

 

１ 耐震改修促進法による指導等の実施 

 

（１）既存耐震不適格建築物 

ア 指導・助言 

耐震改修促進法では、住宅をはじめとする耐震関係規定に適合しない全ての建築物の

所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることとされています。 

市は、県と連携して、耐震関係規定に適合しない建築物の所有者に対して、必要に応じ

て、指導・助言を行うものとします。 

 

イ 指示・公表 

市は、県と連携して、耐震改修促進法第１５条第２項に定める特定既存耐震不適格建

築物の所有者に対して、耐震診断及び耐震改修に必要な指導及び助言を行い、指導に

従わない所有者に対しては必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなか

ったときは、その旨をホームページ等で公表します。 

 

 

２ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

 

（１）命令等の実施の方法、考え方 

耐震改修促進法に基づく指導・助言・指示等を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が

必要な対策を取らなかった場合において、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置す

れば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、市は、県と連携して、

建築基準法第１０条に基づく、勧告、命令等の措置を行います。 
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第６ その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

 

１ 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

本計画の目標の達成に向け住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し住宅の耐震化を

強力に推進する。 

 

 

２ 関連団体との連携 

県、市及び建築関連団体が情報交換を密に行い、連携して耐震診断及び耐震改修等の普及・

促進に取り組んでいくものとします。 

 

 

３ その他 

本計画を実施するにあたり、必要な事項は別途定めるものとします。 

  



- 12 - 

 

資料１ 

 特定建築物 （耐震改修促進法第１４条第１号及び第２号） 

用途 規模等 

学校 

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課
程若しくは特別支援学校 

階数２以上かつ１，０００㎡以上 
（屋内運動場の面積を含む） 

上記以外の学校 階数３以上かつ１，０００㎡以上 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ１，０００㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

階数３以上かつ１，０００㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類する
もの 

階数２以上かつ１，０００㎡以上 
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他
これらに類するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数２以上かつ５００㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上かつ１，０００㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これ
らに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗 

工場 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物
で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施
設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
 
 
 
 

火薬類、石油類その他政令で
定める危険物であって政令で定
める数量以上のもの（資料２参
照）の貯蔵場又は処理場の用
途に供する建築物 
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資料２ 

 特定建築物となる危険物の種類及び数量 （耐震改修促進法施行令第７条） 

危険物の種類（施行令第７条第１項） 危険物の数量（施行令第７条第２項） 

①火薬類（法律で規定） 

イ 火薬 

ロ 爆薬 

ハ 工業雷管、電気雷管、信号雷管 

ニ 銃用雷管 

ホ 実包、空包、信管、火管、電気導火線 

ヘ 導爆線、導火線 

ト 信号炎管、信号火箭、煙火 

チ その他の火薬を使用した火工品 

  その他の爆薬を使用した火工品 

 

１０ｔ 

５ｔ 

５０万個 

５００万個 

５万個 

５００ｋｍ 

２ｔ 

１０ｔ 

５ｔ 

②消防法第２条第７項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第３の指定数量

の欄に定める数量の１０倍の数量 

③危険物の規制に関する政令別表第４備考第６

号に規定する可燃性固体類 

可燃性固体類３０ｔ 

④危険物の規制に関する政令別表第４備考第８

号に規定する可燃性液体類 

可燃性液体類２０ｍ３ 

⑤マッチ ３００マッチトン（※） 

⑥可燃性のガス（⑦及び⑧を除く。） ２万ｍ３ 

⑦圧縮ガス ２０万ｍ３ 

⑧液化ガス ２，０００ｔ 

⑨毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定する

毒物（液体又は気体のものに限る。） 

毒物２０ｔ 

⑩毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定する

劇物（液体又は気体のものに限る。） 

劇物２００ｔ 

※マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは並型マッチ（56×36×17ｍｍ）で７，２００個、約１２０ｋｇ。 
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資料３ 

 特定既存耐震不適格建築物 （耐震改修促進法第１４条） 

用途 

指導・助言対象の規模等 

（耐震改修促進法第１５条

第１項） 

指示・公表対象の規模等 

（耐震改修促進法第１５条

第２項、第３項） 

学校 

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の

前期課程若しくは特別支援学校 

階数２以上かつ１，０００㎡

以上（屋内運動場の面積を含む） 

階数２以上かつ１，５００㎡

以上（屋内運動場の面積を含む） 

上記以外の学校 
階数３以上かつ１，０００㎡

以上 
 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数１以上かつ１，０００㎡

以上 

階数１以上かつ２，０００㎡

以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動

施設 

階数３以上かつ１，０００㎡

以上 

階数３以上かつ２，０００㎡

以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場  

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数３以上かつ２，０００㎡

以上 ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 
 

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに

類するもの 階数２以上かつ１，０００㎡

以上 

階数２以上かつ２，０００㎡

以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター

その他これらに類するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 
階数２以上かつ５００㎡以

上 

階数２以上かつ７５０㎡以

上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上かつ１，０００㎡

以上 

階数３以上かつ２，０００㎡

以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその

他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス

業を営む店舗 

工場  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する

建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 
階数３以上かつ２，０００㎡

以上 
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のた

めの施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

危険物【火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって

政令で定める数量以上のもの：資料２参照】の貯蔵場又は処

理場の用途に供する建築物 

全ての建築物 ５００㎡以上 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の

通行を妨げ、多数のものの円滑な避難を困難とするおそれが

あり、その敷地が耐震改修促進法第５条第３項第２号若しくは

第３号の規定により県計画に記載された道路又は同法第６条

第３項の規定により本計画に記載された道路に接する建築物 

耐震改修促進法施行令第４条第１号及び第２号で定め

る建築物【通行障害建築物：資料４参照】 

※赤囲み範囲は｢特定建築物｣の用途、規模等で、｢特定既存耐震不適格建築物｣の指導・助言対象と一部同じ。 
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資料４ 

 通行障害建築物 （耐震改修促進法施行令第４条第１号及び第２号） 

建築物が地震によって倒壊した場合において、道路の通行を妨げ、多数の者の円滑化避難を 

困難とするおそれがある建築物 

〈建築物〉 

 
 

 

〈ブロック塀等※〉 

 

 

 

 

 

  

（１）前面道路の幅員が１２ｍを超える場合 （２）前面道路の幅員が１２ｍ以下の場合 

道路の中心 

Ｌ/２＋Ａ ＜ Ｈ 対象 

Ｌ/２＋Ａ ≧ Ｈ 対象外 

前面道路 L 

６ｍ＋Ａ ＜ Ｈ 対象 

６ｍ＋Ａ ≧ Ｈ 対象外 

45° 

L/２ 

Ａ ６ｍ 

45° 

Ａ 

前面道路１２ｍ以下 

凡例  Ｌ：道路幅員、Ｈ：建築物の高さ、Ａ：道路境界と建築物の距離 

Ｈ 

Ｈ 

※建築物に付属する組積造の塀で、その前面道路に面する部分の長さが２５ｍを超えるもの 

Ｈ 

（Ｌ/２＋Ａ）/２.５ ＜ Ｈ 対象 

（Ｌ/２＋Ａ）/２.５ ≧ Ｈ 対象外 

Ｌ Ａ 

凡例  Ｌ：道路幅員、Ｈ：ブロック塀等の高さ、Ａ：道路境界とブロック塀等の距離 

道路中心 

道路中心からの距離 
の１/２.５の高さ 
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資料５ 

 印西市地域防災計画に定める緊急輸送道路（令和３年度修正 資料編 ５－１） 

指定 Ｎｏ 路  線  名 種別 距離（km） 

県 １ 一般国道３５６号（銚子市三軒町⇔我孫子市新富） １次路線 １０６．６ 

（市内 ４．５） 

 ２ 一般国道４６４号（松戸市松戸⇔成田市並木町） １次路線 ４２．７ 

（市内１７．２） 

 ３ 主要地方道千葉竜ケ崎線（八千代市米本⇔印西市大森） １次路線 １０．７ 

（市内 ７．１） 

 ４ 主要地方道船橋印西線（八千代市新木戸⇔印西市船尾） ２次路線 ６．１ 

（市内 １．２） 

 ５ 主要地方道佐倉印西線（佐倉市田町⇔印西市瀬戸） ２次路線 ６．８ 

（市内 １．９） 

 ６ 市道 00-024 号線（印西市牧の原 1-1-1⇔同市牧の原

4-3054-4） 

２次路線 ０．５  

 ７ 市道 00-028 号線（印西市牧の原 5-110⇔同市牧の原

5-1912-5） 

２次路線 ０．２  

 ８ 市道 08-219 号線（印西市大森 2531-2⇔同市大森

2535） 

２次路線 ０．１  

 ９ 弥子沢・遠蓮線（印西市鎌苅 2098-4⇔同市鎌苅 2098-

4） 

２次路線 ０．１  

市 １ 主要地方道市川印西線 主要地方道 ５．０  

 ２ 主要地方道船橋印西線 主要地方道 ４．９  

 ３ 主要地方道千葉臼井印西線 主要地方道 １２．５  

 ４ 主要地方道佐倉印西線 主要地方道 ８．９  

 ５ 主要地方道鎌ヶ谷本埜線 主要地方道 ０．９  

 ６ 一般県道印西印旛線 一般県道 ３．５  

 ７ 一般県道千葉ニュータウン北環状線 一般県道 ３．０  

 ８ 一般県道千葉ニュータウン南環状線 一般県道 ６．７  

 ９ 一般県道八千代宗像線 一般県道 ２．６  

 １０ 市道００－００５号線 市道 ２．１  

 １１ 市道００－０１２号線 市道 ０．２  

 １２ 市道００－０１５号線 市道 ０．７  

 １３ 市道００－０１６号線 市道 ２．１  

 １４ 市道００－０２０号線 市道 ０．７  

 １５ 市道００－０２１号線の一部 市道 ０．３  

 １６ 市道００－０２３号線の一部 市道 １．５  

 １７ 市道００－０２４号線 市道 １．５  

 １８ 市道００－０２５号線 市道 １．２  

 １９ 市道００－０２６号線 市道 ３．９  

 ２０ 市道００－０２９号線 市道 １．５  

 ２１ 市道００－０３１号線の一部 市道 ２．８  

 ２２ 市道００－０３２号線 市道 １．１  

 ２３ 市道００－０３３号線 市道 ０．９  

 ２４ 物木滝線 市道 １．６  

 ２５ 山田・平賀線 市道 ４．８  

 ２６ ニュータウン・萩原線 市道 １．２  

 ２７ 下池・三度山線 市道 ２．０  

 ２８ 長作台・遠蓮線 市道 １．７  
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資料６ 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 （抜粋） 

平成１８年 １月２５日号外国土交通省告示第１８４号 

最終改正：令和 ７年 ７月１７日号外国土交通省告示第５３５号 

 

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により６，４３４人の尊い命が奪われた。このうち地震による

直接的な死者数は５，５０２人であり、さらにこの約九割の４，８３１人が住宅・建築物の倒壊等によるものであ

った。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、平成１６年１０月の新潟県中越地震、平成１７年３月の福岡県西方沖地震、平成２０年６月

の岩手・宮城県内陸地震、平成２８年４月の熊本地震、平成３０年９月の北海道胆振東部地震など大地震

が頻発しており、特に平成２３年３月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な

地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。この震災にお

いては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であったが、内陸市町村においても建築物に大きな被

害が発生した。また、平成３０年６月の大阪府北部を震源とする地震においては、塀に被害が発生した。さら

に、令和６年１月の能登半島地震においては、耐震化率が低い地域で多くの住宅が倒壊する等の被害が生

じた。このように、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっ

ている。また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生

の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラフ巨

大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されている。 

建築物の耐震化については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成１７年９月中央防災会議決定）にお

いて、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、災害対策の推進等に係る

基本的な事項を定めた国土強靱化基本計画（令和５年７月閣議決定）及び防災基本計画（昭和３８年６月

中央防災会議決定。令和６年６月修正）、今後の発生が懸念される大規模地震への対策をとりまとめた南

海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和７年７月中央防災会議決定）、首都直下地震緊急対策推進基

本計画（平成２７年３月閣議決定）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画（令

和４年９月中央防災会議決定）においても推進すべき施策として位置づけられているところである。特に切迫

性の高い地震については発生までの時間が限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修

等を実施することが求められている。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本的な方針

を定めるものである。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を自ら

の問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。国及び地方公共団体は、こうした所

有者等の取組をできる限り支援するという観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行い

やすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害

要因となっている課題を解決していくべきである。 

２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では災害による負傷
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者の治療が、国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対策指示が行われるなど、多くの

公共建築物が応急活動の拠点として活用される。このため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、

災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められるとの認識の

もと、強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組むべきである。具体的には、国及び地方公共団体は、

各施設の耐震診断を速やかに行い、耐震性に係るリストを作成及び公表するとともに、構造耐力上主

要な部分に加え、非構造部材及び建築設備に係るより高い耐震性の確保に配慮しつつ、整備目標及

び整備プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に積極的に取り組むべきであ

る。 

また、公共建築物について、法第２２条第３項の規定に基づく表示を積極的に活用すべきである。 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該

イからハまでに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物については、所管行政庁は、その所有者に対し

て、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となってい

る旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限までに耐震診断の結果を

報告しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震診断結果の報告をするように促

し、それでもなお報告しない場合にあっては、法第８条第１項の規定に基づき、当該所有者に対し、

相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべきことを命ずるとともに、その旨を公報、ホー

ムページ等で公表すべきである。 

法第９条（法附則第３条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づく報告の内容の公

表については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以

下「規則」という。）第２２条（規則附則第３条において準用する場合を含む。）の規定により、所管行

政庁は、当該報告の内容をとりまとめた上で公表しなければならないが、当該公表後に耐震改修等

により耐震性が確保された建築物については、公表内容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修

等に取り組んだ建築物所有者が不利になることのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、

丁寧な運用を行うべきである。 

また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、耐震診断義務付け対象建築物（法

第７条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第３条第１項に規定する要緊急安全確

認大規模建築物をいう。以下同じ。）の所有者に対して、法第１２条第１項（法附則第３条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく指導及び助言を実施すべきである。また、指導に従わ

ない者に対しては同条第２項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従

わなかったときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有

者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する

安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物（別添の建築物の耐震診断及び耐震

改修の実施について技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）第１第１号又は

第２号の規定により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及

び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断された建築物をいう。以下同じ。）につい



- 20 - 

 

ては速やかに建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１０条第３項の規定に基づく命令を、損傷、

腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる

建築物については、同条第一項の規定に基づく勧告や同条第２項の規定に基づく命令を行うべきで

ある。 

ロ 指示対象建築物 

法第１５条第２項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建築物」という。）につ

いては、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が指示対象建築物である旨の周知

を図るとともに、同条第１項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努め、指導に従わない者に

対しては同条第２項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかっ

たときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所有者が必要な対

策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性につい

て著しく保安上危険であると認められる建築物については速やかに建築基準法第１０条第３項の規

定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる

おそれがあると認められる建築物については、同条第１項の規定に基づく勧告や同条第２項の規定

に基づく命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第１４条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）については、所管

行政庁は、その所有者に対して、法第１５条第１項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努

めるべきである。また、法第１６条第１項に規定する既存耐震不適格建築物についても、所管行政

庁は、その所有者に対して、同条第２項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきで

ある。 

４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第１７条第３項の計画の認定、法第２２条第２項の認定、法第２５条第２項の認定

について、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべきである。 

国は、これらの認定について、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われるよう、必要な助

言、情報提供等を行うこととする。 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、相当の

費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。特に、所有者等が

高齢者である住宅の耐震化においては、自己資金の調達についても課題となっている。 

こうしたことを踏まえ、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成制度

等の整備や耐震改修促進税制、高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の耐震化に関する融

資制度の普及に努めることで、密集市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化、所有者

等が高齢者である住宅の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うことが望ましい。特に、耐震診

断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施及び耐震改修の促進が求められることから、

特に重点的な予算措置が講じられることが望ましい。また、省エネ改修やバリアフリー改修の機会を捉

えた耐震改修の実施、段階的な耐震改修の実施等の取組を行うことも考えられる。国は、地方公共団

体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の優遇措置等の制度に係る情報提供等を行うこととする。 
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また、法第３２条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「センター」という。）が債務

保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定した場合においては、センタ

ーの業務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指導等を行うとともに、地方公共団体に対

し、必要な情報提供等を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、地方公

共団体が、公共賃貸住宅の空室の紹介等に努めることが望ましい。 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建築物の所有者等が

安心して耐震診断及び耐震改修を実施できる環境整備が重要な課題となっている。特に、「どの事業

者に頼めばよいか」、「工事費用は適正か」、「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるのか」等の不

安に対応する必要がある。このため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震改修に関する相

談窓口を設置するとともに、耐震診断及び耐震改修の実施が可能な建築士及び事業者の一覧や、耐

震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断の参考となる事例集を作成し、ホームページ等

で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。また、地方

公共団体は、耐震診断及び耐震改修に関する窓口を設置し、所有者等の個別の事情に応じた助言を

行うよう努めるべきであるとともに、関係部局、センター等と連携し、先進的な取組事例、耐震改修事

例、一般的な工事費用、専門家・事業者情報、助成制度概要等について、情報提供の充実を図るこ

とが望ましい。 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及び耐震改修に

ついて必要な知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図ることが望ましい。国及び地方公共

団体は、センター等の協力を得て、講習会や研修会の開催、受講者の登録・紹介制度の整備等に努

めるものとする。特に、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、国は、登録

資格者講習（規則第５条に規定する登録資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻度による実施、

建築士による登録資格者講習の受講の促進のための情報提供の充実を図るものとする。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地方公共団体は、関

係団体と連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を実施することとする。 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位とした地震防災

対策への取組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する支援、地域ごとに関係団体等から

なる協議会の設置等を行うことが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等

を行うこととする。 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、ブロック塀等の倒壊防止、昭和５６年６月１日から平成１２年５月３

１日までに建築された木造住宅の耐震性能検証、屋根瓦、窓ガラス、天井、外壁等の非構造部材の

脱落防止、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止、エスカレーターの脱落防止、給湯設備の転倒防

止、配管等の設備の落下防止等の対策を所有者等に促すとともに、自らが所有する建築物について

はこれらの対策の実施に努めるべきである。さらに、これらの対策に係る建築基準法令の規定に適合し

ない建築物で同法第３条第２項の適用を受けているものについては、改修の実施及びその促進を図る
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べきである。また、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告（平成２７年１２月）を

踏まえて、長周期地震動対策を推進すべきである。国は、地方公共団体及び関係団体に対し、必要

な助言、情報提供等を行うこととする。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

令和五年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約５，５７０万戸のうち、約５７０万戸

（約１０パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約９０パーセントと推計されている。この推計

では、耐震性が不十分な住宅は、平成１５年の約１，１５０万戸から２０年間でおおむね半減し、そのう

ち耐震改修によるものは２０年間で約１００万戸と推計されている。 

また、耐震診断義務付け対象建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築物については、令和６年

３月３１日時点で耐震診断結果が公表された約１１，０００棟のうち、約８２０棟が耐震性が不十分であ

り、耐震性不足解消率（耐震診断結果が公表された建築物の棟数のうちに耐震診断により耐震性を

有することが確認された建築物、耐震改修、建替え等により耐震性が不十分な状態が解消された建

築物及び除却された建築物の棟数が占める割合をいう。以下同じ。）は約９３パーセントである。 

要安全確認計画記載建築物のうち、法第７条第１号に掲げるものについては、令和６年３月３１日時

点で耐震診断結果が公表された約１，６００棟のうち約２４０棟が耐震性が不十分であり、耐震性不足

解消率は約８５パーセントである。また、要安全確認計画記載建築物のうち、法第７条第２号及び第３

号に掲げるものについては、令和６年３月３１日時点で耐震診断結果が公表された約７，３００棟のうち、

約４，１００棟が耐震性が不十分であり、耐震性不足解消率は約４４パーセントである。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

住宅については令和１７年までに、要緊急安全確認大規模建築物については令和１２年までに、要

安全確認計画記載建築物については早期に、いずれも耐震性が不十分なものをおおむね解消するこ

とを目標とする。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に適合しているか

どうかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要な改修を行うことが基本である。しか

しながら、既存の建築物については、耐震関係規定に適合していることを詳細に調査することや、適合し

ない部分を完全に適合させることが困難な場合がある。このような場合には、建築物の所有者等は、技術

指針事項に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきである。 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができるよう、地

方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、耐震改修の有効性、発生のおそれがある地震の概

要と地震による危険性の程度等を記載した地図（以下「地震防災マップ」という。）、要安全確認計画記

載建築物で緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化の状況を記載した地図（以下「避難路沿道耐

震化状況マップ」という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、地域での取組の重要性等につい

て、関係部局と連携しつつ、町内会等や各種メディアを活用して啓発及び知識の普及を図ることが考えら

れる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこととする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターとの間で必要

な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。 
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五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方 

都道府県は、法第５条第１項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都道府県

耐震改修促進計画」という。）の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光部局、商

工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町村の耐震化の目標や

施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の取組を行いながら、市町村の区域を超え

る広域的な見地からの調整を図る必要がある施策等を中心に見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に当たって

は、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府県耐震

改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２の目標を踏まえ、各都道府県において想定される

地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めることとする。なお、都

道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。この

ため、都道府県耐震改修促進計画に法第５条第３項第１号及び第２号に定める事項を記載する場

合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、要緊急安全確認大規模建築物及び要

安全確認計画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断結果の報告を踏

まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り用途ごとに

目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、都道府県に対し、必要

な助言及び情報提供を行うこととする。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担

の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の

概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な安全

対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行い、その

結果の公表に取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、具体的な整備

プログラム等を作成することが望ましい。 

さらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の対策、

無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部局等関係機関と

密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。 

法第５条第３項第１号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時における災害

応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学校の体育館等

の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、災害対策基本法（昭
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和３６年法律第２２３号）第２条第１０号に規定する地域防災計画や防災に関する計画等において、

大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として定め

られたものについても、積極的に定めることが考えられる。なお、公益上必要な建築物を定めようとす

るときは、法第５条第４項の規定に基づき、あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例

えば特別積合せ貨物運送以外の一般貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であ

って、大規模な地震が発生した場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みがない

ものまで定めることがないよう留意すべきである。 

法第５条第３項第２号又は第３号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊によっ

て緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送道路、

避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられ

る。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、

災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等

の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべ

きである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する

道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重要な

道路については、同項第２号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化

を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるおそれの高

い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成７年政令第４２９号）第４条第２

号に規定する組積造の塀については、規則第４条の２の規定により、地域の実情に応じて、都道府

県知事が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長さ等を規則で定めることができることに留意すべ

きである。 

さらに、同項第４号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第２８条の特例の適用

の考え方等について定めることが望ましい。 

加えて、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社（以下

「機構等」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、機構等が耐震

診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えられる。なお、独立行政

法人都市再生機構による耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則として都市再生に資す

るものに限定するとともに、地域における民間事業者による業務を補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能とする

程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込むとともに、相

談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る

情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特に、地震防災マッ

プの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村において措置されるよう努めるべき

である。 

また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じ
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て、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うこと

が効果的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校等との連携策についても

定めるべきである。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁は、優先的に実施すべき建築物の選定及

び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁は、法第１２条第３項（法附則第３条第３項において準用する場合を含む。）又

は法第１５条第３項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わ

ない場合には、建築基準法第１０条第１項の規定による勧告、同条第２項又は第３項の規定による

命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

平成１７年３月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及び東南

海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定めることが要請さ

れ、その他の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。こうしたことを踏まえ、法

第６条第１項において、基礎自治体である市町村においても、都道府県耐震改修促進計画に基づ

き、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものとされたところであり、可能な限り全ての市町

村において市町村耐震改修促進計画が策定されることが望ましい。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観

光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化の目標や

施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、より地域固有の状

況に配慮して作成することが考えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指導、助言、

指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐震改修

促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市町村

において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めるこ

とを原則とする。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。この

ため、市町村耐震改修促進計画に法第６条第３項第１号に定める事項を記載する場合においては

早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計

画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断の結果の報告を踏まえ、耐震

化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り用途ごとに

目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、市町村に対し、必要な

助言及び情報提供を行うこととする。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 
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市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担の

考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の概

要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な安全対

策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行い、その

結果の公表に取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、具体的な整備

プログラム等を作成することが望ましい。 

さらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の対策、

無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部局等関係機関と

密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。 

法第６条第３項第１号又は第２号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊によっ

て緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送道路、

避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられ

る。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域内において、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、

災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等

の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべ

きである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する

道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重要な

道路については、同項第１号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化

を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるおそれの高

い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第４条第２号に規定する組積造の塀に

ついては、地域の実情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長さ等を規則で

定めることができることに留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

市町村耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能とする程

度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込むとともに、相談

窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情

報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特に、地震防災マップ

の作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置されるよう努めるべきである。 

また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握や地域における地震時の危険箇所の点検等を通

じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うこと

が効果的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策についても定めるべきである。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的に実施すべき建築

物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第１２条第３項（法附則第３条第３項において準用する場
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合を含む。）又は法第１５条第３項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐

震改修を行わない場合には、建築基準法第１０条第１項の規定による勧告、同条第２項又は第３項

の規定による命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第１７条第３項の計画の認定、法第２２条第２項の認定及び法第２５条第２項の

認定について、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが望ましい。なお、法第２２条第２項の

認定制度の周知に当たっては、本制度の活用は任意であり、表示が付されていないことをもって、建築

物が耐震性を有さないこととはならないことについて、建築物の利用者等の十分な理解が得られるよう

留意すべきである。 

附 則 

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第１２０号）

の施行の日（平成１８年１月２６日）から施行する。 

２ 平成７年建設省告示第２０８９号は、廃止する。 

３ この告示の施行前に平成７年建設省告示第２０８９号第一ただし書の規定により、国土交通大臣が同告

示第１の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法については、この告示の別添第

一ただし書の規定により、国土交通大臣が同告示第１の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有す

ると認めた方法とみなす。 

附 則〔平成２５年１０月２９日国土交通省告示第１０５５号〕 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律〔平成２５年５月法律第２０

号〕の施行の日（平成２５年１１月２５日）から施行する。 

附 則〔平成２８年３月２５日国土交通省告示第５２９号〕 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成３０年１２月２１日国土交通省告示第１３８１号〕 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令〔平成３０年１１月政

令第３２３号〕の施行の日（平成３１年１月１日）から施行する。 

附 則〔令和３年１２月２１日国土交通省告示第１５３７号〕 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則〔令和６年７月１０日国土交通省告示第１０１２号〕 

この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の

一部を改正する法律〔令和４年６月法律第６９号〕の施行の日（令和７年４月１日）から施行する。 

附 則〔令和７年７月１７日国土交通省告示第５３５号〕 

この告示は、公布の日から施行する。 
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